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告
　
示

◯
救
急
病
院
等
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（
四
三
八
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
救
急
病
院
の
認
定
（
四
三
九
、
四
四
〇
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
四
四
一
・
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
四
四
二
〜
四
四
四
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
四
四
五
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
事
項
の
変
更
の
届
出
（
四
四
六
・
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
日
本
脳
炎
予
防
接
種
を
行
う
医
師
の
辞
退
（
四
四
七
・
健
康
対
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
六
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
七
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
七
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
七
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
異
動
の
届
出
（
七
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
の
届
出
（
七
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
七
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

秋
田
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
次
の
救
急
病
院
が
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
に
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
に
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

田
沢
湖
町
立
田
沢

湖
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
水
尻
五

十
三
番
地
の
一

救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た

年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

町
立
田
沢
湖
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
浮
世
坂

十
七
番
地
一

認
定
の
有
効
期
限

平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

秋
田
組
合
総
合
病

院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
市
飯
島
字
西
袋
二
七
三
番
地
一

認
定
の
有
効
期
限

平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日
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秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

郡
　
　
市

秋
田
市

大
　
　
字

新
屋
町

字

砂
奴
寄

地
　
　
番

四
の
三
〇

台
　
　
　
　
　
帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

五
、
五
六
〇

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
三
五
九
七

保

安

林

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
三
五
九
七

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
一
九
八

指
定
の
目
的

飛
砂
の
防
備

兼
公
衆
の
保

健

解
除
の
理
由

公
共
施
設
用
地
と
す

る
た
め

森
　

林
　

の
　

所
　

在
　

場
　

所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
秋
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一
　
道
路
の
区
域

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
及
び
「
Ｃ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号

百
五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
〇
〇
〜
　
三
三
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
　
三
三
・
〇
〇

九
・
五
〇
〜
二
四
一
・
〇
〇

一
六
・
〇
〇
〜
　
四
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

四
・
六
〇
九

四
・
六
〇
九

二
・
九
七
〇

〇
・
四
二
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
田
ノ
沢
二
七
番
三
地
先
か
ら
字
鶴
田
中
岱
一
九
〇

番
地
先
ま
で

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
田
ノ
沢
二
七
番
三
地
先
か
ら
字
鶴
田
中
岱
一

九
〇
番
地
先
ま
で

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
田
ノ
沢
二
七
番
三
地
先
か
ら
字
鶴
田
中
岱
一

九
〇
番
地
先
ま
で

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
長
野
一
五
一
番
五
地
先
か
ら
一
三
六
番
四
ま

で

ＡＢＣ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
六
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
六
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

二
百
八
十
五
号

二
百
八
十
五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
五
〇
〜
　
三
三
・
〇
〇

九
・
五
〇
〜
　
三
三
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
二
四
一
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

三
・
一
九
九

三
・
一
九
九

三
・
九
八
六

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
薬
師
下
七
一
番
地
先
か
ら
字
鶴
田
中
岱
一
九
〇
番

地
先
ま
で

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
薬
師
下
七
一
番
地
先
か
ら
字
鶴
田
中
岱
一
九

〇
番
地
先
ま
で

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
薬
師
下
七
一
番
地
先
か
ら
字
鶴
田
中
岱
一
九

〇
番
地
先
ま
で

ＡＢ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
七
号

百
七
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
五
〇
〜
三
二
・
五
〇

一
三
・
五
〇
〜
四
八
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
八
〇
〇

〇
・
八
〇
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
鹿
郡
雄
物
川
町
大
沢
字
根
田
沢
三
番
四
地
先
か
ら
字
駒
場
沢
一
番
五
六
ま
で

平
鹿
郡
雄
物
川
町
大
沢
字
根
田
沢
三
番
四
か
ら
字
駒
場
沢
一
番
五
六
地
先
ま
で
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
五
年
六
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

三
月
三
日
付
け
指
令
仙
建
―
二
十
八
―
八
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
曲
市
佐
野
町
五
番
五
号

秋
田
お
ば
こ
農
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
組
合
長
　
渋
　
川
　
喜
　
一

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
曲
市
四
ツ
屋
字
切
上
八
番
一
、
九
番
一
、
十
番
、
十
一
番
一
、
十
二
番
一
、
十
三
番
一
、
十

四
番
一
、
十
五
番
一
、
十
六
番
一
、
十
七
番
一
、
十
八
番
一
、
十
九
番
、
二
十
番
、
二
十
一
番
、

二
十
二
番
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十
五
番
、
二
十
八
番
、
三
十
番
、
三
十
一
番
、
三
十
二

番
、
三
十
三
番
、
三
十
四
番
、
三
十
五
番
一

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
う
日
本
脳
炎
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
医
師
か
ら
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
辞
退

が
あ
っ
た
の
で
、
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
長
瀞
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
二
月
十
日

二
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
久
保
岱
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
二
月
二
十
日

三
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
市
川
堰
地
区
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田

市
上
新
城
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
六
月
二
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

医
師
氏
名

今
　
井
　
理
　
子

今
　
井
　
と
　
よ

医
療
機
関
名

今
井
病
院

今
井
病
院

所
　
在
　
地

大
館
市
片
山
町
三
丁

目
十
二
番
三
十
号

大
館
市
片
山
町
三
丁

目
十
二
番
三
十
号

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

辞

退

年

月

日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
館
市
字
大
館
五
十
一
番
地

有
限
会
社
佐
竹
商
店

変
　
　
　
更
　
　
　
前

大
館
市
上
町
三
番
地

佐
　
藤
　
國
　
久

売

り

さ

ば

き

人

の

住

所

及

び

氏

名

公
　
　
　
　
　
　
告
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秋
選
管
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
に
異
動

秋
選
管
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

５

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

み
ん
な
で
創
ろ
う
新
し
い
大
曲
・
市
民

の
会

会
計
責
任
者
氏
名

伊
　
藤
　
公
　
明

代

表

者

氏

名

小
　
林
　
誠
　
一

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

大
曲
市
栄
町
十
三
番
三
十
八
号

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
秋
田
県
歯
科

医
師
支
部

自
由
民
主
党
西
木
村
支
部

佐
　
藤
　
正
　
孝

仙
北
郡
西
木
村
下
桧
木
内
字
松
葉
百
十
八
番
地

田
　
代
　
千
代
志

橋
　
本
　
左
武
郎

佐
　
藤
　
金
　
彦

仙
北
郡
西
木
村
西
明
寺
字
荒
町
東
百
六
十
四
番
地
七

鈴
　
木
　
文
右
衛

小
　
松
　
嘉
　
次

異

動

事

項

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

一
　
政
党

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日
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６

淡
路
定
明
後
援
会

小
林
一
夫
後
援
会

寺
田
す
け
し
ろ
後
援
会
連

合
会

し
ぶ
や
正
敏
後
援
会

う
さ
み
洋
次
朗
後
援
会

巴
徳
雄
後
援
会

石
田
ひ
ろ
し
後
援
会

た
か
の
昭
次
後
援
会

工
藤
喜
久
男
後
援
会

京
野
公
子
後
援
会

岩
川
て
つ
後
援
会

小
畑
元
後
援
会

あ
わ
じ
定
明
連
合
後
援
会

岸
部
陞
後
援
会

ゆ
た
か
の
会

石
川
光
男
後
援
会

栗
林
次
美
後
援
会

宇
佐
見
　
　
　
斌

秋
田
市
下
浜
羽
川
字
古
堂
百
三
十
四
番
地

大
　
友
　
康
　
二

由
利
郡
象
潟
町
字
家
の
後
百
五
十
六
番
地
一

秋
田
市
寺
内
字
神
屋
敷
四
番
地
二

由
利
郡
仁
賀
保
町
平
沢
字
新
町
百
三
十
二
番
地
五

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
五
番
十
一
号

た
か
の
昭
次
を
み
ん
な
で
支
援
す
る
会

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
百
二
十
五
番
地

湯
沢
市
田
町
一
丁
目
三
番
二
十
九
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
花
園
町
一
番
一
号

大
館
市
字
長
倉
九
十
三
番
地

淡
路
定
明
後
援
会

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
住
吉
町
十
番
四
十
一
号

飯
　
塚
　
昌
　
彦

桜
　
庭
　
三
　
郎

菅
　
原
　
克
　
己

関
　
口
　
　
　
覚

秋
田
市
下
浜
羽
川
字
二
十
町
七
十
三
番
地

阿
　
部
　
三
　
琅

由
利
郡
金
浦
町
金
浦
字
笹
森
百
二
十
五
番
地
一
丸
大
機

工
株
式
会
社
内

秋
田
市
寺
内
字
児
桜
六
十
五
番
地
十

由
利
郡
仁
賀
保
町
院
内
字
大
門
六
十
二
番
地
二

大
館
市
字
大
館
百
五
番
地

た
か
の
昭
次
後
援
会

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
西
小
瀬
川
百
六
十
七
番
地
一

湯
沢
市
柳
町
一
丁
目
三
番
十
一
号

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
住
吉
町
四
番
二
十
五
号

大
館
市
部
垂
町
三
十
三
番
二
号

あ
わ
じ
定
明
連
合
後
援
会

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
材
木
町
九
番
二
十
号
千
葉
久
雄
方

菊
　
池
　
静
　
子

鈴
　
木
　
久
米
雄

佐
　
藤
　
一
　
男

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

代

表

者

代

表

者

平
成
十
五
年
三
月
二
十
六
日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

〃

平
成
十
五
年
五
月
一
日

平
成
十
五
年
五
月
六
日

〃

平
成
十
五
年
五
月
七
日

平
成
十
五
年
五
月
九
日

〃

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

平
成
十
五
年
五
月
十
三
日

平
成
十
五
年
五
月
十
四
日

〃

平
成
十
五
年
五
月
十
五
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日
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秋
選
管
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

秋
選
管
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

７

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
五
月
十
四
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
一
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

政
治
団
体
の
名
称

加
藤
馨
後
援
会

小
林
誠
一
後
援
会

本
荘
ト
ラ
イ
政
策
研
究
会

佐
藤
政
志
後
援
会

幹
の
会

解

散

年

月

日

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
五
年
四
月
二
十
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
二
日

平
成
十
五
年
五
月
十
五
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
制
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
佐
藤
政
志
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
5
年
５
月
2
3
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
3
,5
8
2
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
3
,5
8
2
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
3
,5
8
2
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

寄
附
・
交
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
3
,5
8
2
円

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
3
,5
8
2
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

加
藤
馨
後
援
会

小
林
誠
一
後
援
会

本
荘
ト
ラ
イ
政
策
研
究
会

幹
の
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
5
年
５
月
1
4
日

平
成
1
5
年
５
月
2
1
日

平
成
1
5
年
５
月
2
3
日

平
成
1
5
年
５
月
2
6
日

（
ア
）

（
イ
）

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

京
　
野
　
公
　
子

資
金
管
理
団
体
の
名
称

京
野
公
子
後
援
会

新

湯
沢
市
柳
町
一
丁
目
三
番
十
一
号

公
職
の
種
類

県
議
会
議
員

（
現
職
）

旧

湯
沢
市
田
町
一
丁
目
三
番
二
十
九
号

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

内
　
　
　
　

容

異
動
事
項

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地
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秋
選
管
告
示
第
七
十
五
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
六
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「

秋
選
管
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

別
表
第
二
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

８

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

佐

　

藤

　

政

　

志

佐

　

藤

　

幹

　

雄

福

　

原

　

淳

　

嗣

名
　
　
　
　
　
　
称

佐
藤
政
志
後
援
会

幹
の
会

Ｊ
・
ク
ル
ー
福
原
淳
嗣
後

援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

本
荘
市
出
戸
町
字
砂
子
下
六
番
地

能
代
市
清
助
町
一
番
五
号

大
館
市
柄
沢
字
狐
台
二
番
地
四
十
六

公
職
の
種
類

本
荘
市
議
会
議
員

能
代
市
議
会
議
員

大
館
市
議
会
議
員

代
表
者
氏
名

佐
　
藤
　
政
　
志

佐
　
藤
　
幹
　
雄

福
　
原
　
淳
　
嗣

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

取
　
り
　
消
　
し
　
た
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

京
　
野
　
公
　
子

淡
　
路
　
定
　
明

栗
　
林
　
次
　
美

資
金
管
理
団
体
の
名
称

京
野
公
子
後
援
会

あ
わ
じ
定
明
連
合
後
援

会栗
林
次
美
を
励
ま
す
会

新

湯
沢
市
柳
町
一
丁
目
三
番
十
一
号

あ
わ
じ
定
明
連
合
後
援
会

大
曲
市
長
（
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る

者
）

公
職
の
種
類

県
議
会
議
員

（
現
職
）

県
議
会
議
員

（
現
職
）

大
曲
市
長

（
候
補
者
と

な
ろ
う
と
す

る
者
）

旧

湯
沢
市
田
町
一
丁
目
三
番
二
十
九
号

淡
路
定
明
後
援
会

県
議
会
議
員
大
曲
市
選
挙
区

届

出

年

月

日

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

平
成
十
五
年
五
月
十
四
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

内
　
　
　
　

容

異
動
事
項

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

資
金
管
理
団
体

の

名

称

公
職
の
種
類

田
沢
湖
町
立
田
沢
湖
病
院
　
仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字

田
沢
湖
町
立
田
沢
湖
病
院
　
仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
水
尻
五
十
三
番
地
一

田
沢
湖
町
立
田
沢
湖
病
院
　
仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
浮
世
坂
十
七
番
地
一

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


